
生産性向上土地基盤整備事業 概要 

 農業生産基盤の整備開発を図るため、農業者の組織する団体、農業者及び適当と認める者が行う土地改良事業 
に対し、以下内容により予算の範囲内で補助金を交付します。 

①対象事業 
 ・区画整理 ・灌漑排水 ・ 暗渠排水 
 ・農道整備 ・地盤改良など必要な工種 

②対象経費 
 ・工事費      ・機械器具賃借料 
 ・資材購入費 ・その他特に認めるもの 

③事業類型 ・補助率                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①国県の補助事業の採択基準を満たさない 
②【簡易整備型、営農事業連携型】 
  総事業費10万円以上200万円未満 
 【一般型】 
  総事業費30万円以上200万円未満 
③10アール当たりの事業費5万円以上 
④市税完納 

・農業者  ・農業団体  ・農業法人 

事業類型 基準 補助率 

簡易整備型 １ha未満の以下のいずれかの農地 
 ・中山間地域等直接支払制度の協定農地 
 ・圃場整備未整備区域内の農地 

50％以内 

営農事業連携型  ・園芸団地化支援事業の対象農地 
 ・在来作物次世代伝承事業の補助対象 
  作物の作付けを行う農地 
 ・耕作地の交換等により集約した農地 

50％以内 

一般型 上記以外の農地 30％以内 

暗渠排水（地下かんがい） 畦畔除去 

２ 実施要件 

３ 実施主体 

１ 事業内容 

４ 手続の流れ 

 
 

    

 
 
 

補助金等 
交付申請 

（添付書類） 
事業計画書、収支予算書 
位置図、図面、見積書 等 
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補助事業 
実績報告 

（添付書類） 
事業実績書、収支計算書、領収書 
位置図、出来形図面、工事写真 等 
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鶴岡市 

【問い合わせ先】 鶴岡市役所農山漁村振興課（TEL:25-2111内線596）又は、地域庁舎産業建設課 


